
一般財団法人丸亀市観光協会体験型観光メニュー造成事業助成金交付要綱 

（令和 3年 4月 1日協会要綱第 1号） 

（目的） 

第 1条 この助成金は、体験型観光メニュー（以下「メニュー」という。）造成を促進することにより、

丸亀市の観光振興に資することを目的とする。 

（対象者） 

第 2条 この助成金は、丸亀市内に住所を有する個人又は法人であって、市内で実施又は開催可能なメ

ニューを造成し、かつ、実施する者に対して交付する。 

（対象事業） 

第 3 条 この助成金の交付対象となる事業（以下「対象事業」という。）は、第 1 条の目的を達成する

ために必要かつ適当と一般財団法人丸亀市観光協会理事長（以下「理事長」という。）が認めるメニュ

ー造成事業とする。 

（助成対象経費及び助成金額） 

第 4条 この助成金の交付対象経費は、理事長が必要かつ適当と認めるものとし、助成金額は助成対象

経費の３分の２以内とする。ただし、助成金額の上限は１０万円とする。 

（交付申請） 

第 5条 この助成金の交付を受けようとする者（以下「実施者」という。）は、対象の実施に着手する１

か月前までに助成金交付申請書（様式第１号）を理事長に提出しなければならない。 

（交付決定） 

第 6条 理事長は、前条の助成金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付の可否を決定

するものとする。 

（交付条件等） 

第 7条 理事長は、助成金の交付を決定するに当たり必要と認めるときは、次に掲げる条件を付すこと

ができる。 

（1） 対象事業の内容、又は経費の配分を変更（理事長の定める軽微な変更を除く。）しようとすると 

   きは、あらかじめ理事長の承認を書面により得ること。 

（2） 対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ理事長の承認を書面で得ること。 

（3） 対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合は、理事長に速やかに 

報告し、その指示を受けること。 

（4） 理事長が必要と認める場合には、対象事業の進捗に係る報告を行い、又は理事長が指名した職員 

が行う対象事業に係る証憑等その他の物件の検査を受けること。 

（決定の通知） 

第 8 条 理事長は、助成金の交付の決定をしたときは、助成金交付決定通知書（様式第 2 号）により、

実施者に通知するものとし、前条各号に掲げる条件を付したときは当該通知書に記載するものとする。 

（申請の取下げ） 

第 9条 実施者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る決定内容、付された

条件等に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して 15 日以内に書面により申請の取下げ

ることができる。 

２ 前項の申請の取下げがあったときは、交付決定を無効とする。 

（事情変更による決定の取消等） 

第 10 条 理事長は、助成金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要



が生じたときは、対象事業のうち既に経過した期間に係るものを除き、助成金の交付の決定の全部若

しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。 

２ 前項の場合においては、第 10条の規定を準用する。 

（実施者の責務） 

第 11条 実施者は、助成金の交付の目的に従って誠実に対象事業を行わなければならない。 

２ 実施者は、この要綱の定め及び助成金の交付の決定の内容並びにこれに付された条件に従い、善良

な管理者の注意をもって対象事業を行わなければならず、助成金を他の用途に使用してはならない。 

（状況報告等） 

第 12 条 理事長は、必要があると認めるときは、当該助成金について実施者に対し報告を求め、若し

くは必要な指示をすることができる。 

（実績報告） 

第 13 条 実施者は、対象事業を実施したときは、事業実績報告書（様式第 3 号）を、必要な期限まで

に理事長に提出しなければならない。 

２ 前項の実績報告書には、理事長が必要と認める書類を添付しなければならない。 

（助成金の額の確定） 

第 14 条 理事長は、前条の事業実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて調査

を行い、助成金の額を確定し、助成金交付確定通知書（様式第 4号）により実施者に通知しなければ

ならない。 

（助成金の支払） 

第 15 条 実施者は、前条の通知を受けた後、助成金の支払を受けようとするときは、助成金精算払請

求書（様式第 5号）を理事長に提出しなければならない。 

２ 理事長は、特に必要があると認めたときは、助成金の概算払いをすることができる。 

 （決定の取消し） 

第 16 条 理事長は、実施者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部、

又は一部を取り消すことができる。 

（1） 偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受け、または助成金の交付を受けたとき。 

（2） 助成金の交付の決定の内容、又はこれに付された条件に違反したとき。 

（3） 助成金を対象事業以外の用途に使用したとき。 

（4） 理事長の承認を受けて、対象事業を中止し、又は廃止したとき。 

（5） 対象事業を遂行する見込みがなくなったとき。 

（6） この要綱に違反したとき。 

２ 前項の規定は、対象事業について交付すべき助成金の額の確定があった後においても適用があるも

のとする。 

（助成金の返還） 

第 17 条 理事長は、助成金の交付の決定を取り消した場合において、対象事業の当該取消しに係る部

分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。 

２ 理事長は、実施者に交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が

交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。 

 （加算金及び延滞金） 

第 18 条 実施者は、前条の規定による助成金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る助成金の受

領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額（その一部を納付した場合におけるその後の



期間については、既納額を控除した額）につき年 10.95％の割合で計算した加算金を協会に納付しな

ければならない。この場合において、理事長は、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の

全部又は一部を免除することができる。 

２ 実施者は、助成金の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかったときは、納期限日の翌日

から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年 10.95％の割合で計算した延滞金を協会に納付

しなければならない。 

 （書類の保管） 

第 19 条 実施者は、対象事業に係る予算及び決算の状況を明らかにした調書を作成し、これを関係書

類とともに対象事業が完了した日の属する会計年度の終了後 5 年間保管しておかなければならない。 

 （補則） 

第 20条 この要綱の定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 

 

  附 則 

 （施行期日） 

 この要綱は、令和 3年４月１日から施行する。 

 

 


